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令和８年１月２８日 

危機管理部消防保安課 

 

                                                             

救急相談専用ダイヤル「＃７１１９」の開設について 
 

 急な病気やケガをした時に、「救急車を呼んだ方がいいのか」、「今すぐに病院に行った

方がいいのか」などで迷った際、看護師等の専門家から「受診の必要性や応急手当の方法、

受診手段」などについて、電話でアドバイスを受けることができる救急相談専用ダイヤル

「＃７１１９」を下記のとおり開設します。 

 

記 

 

１ 開設日時 令和８年２月１日（日）午前９時～ 

 

２ 電話番号 ＃７１１９（シャープ なな いち いち きゅう） 

 

        ※短縮ダイヤルが利用できない場合（０７６-２１３-７１１９） 

 

３ 受付時間 ２４時間３６５日 

 

４ 利用対象 石川県内に在住または滞在している方 

 

５ その他 外国人からの相談（２２カ国語）や聴覚障害のある方からの相談にも 

      対応（ＦＡＸ・メール等） 

 

６ 事業イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（お問合せ先） 

危機管理部消防保安課 

課長 吉岡 

電話：０７６－２２５－１４８１ 

内線：４２７８ 


